
危 険 物 Ｑ ＆ Ａ 集 

整理番号 ３９ 区分 申請・届出 Ａ １ 

質 問 京都市内で危険物施設を設置したいときはどこに相談すればいいですか。 

回 答 

指定数量以上の危険物施設の設置又は変更を御検討の場合は、消防局予防

部危険物担当に御相談ください。 

指定数量未満の危険物に関する御相談は、管轄の消防署に御相談ください。 

 

（連絡先） 

消防署 電話番号 消防署 電話番号 

北消防署 ４９１－４１４８ 下京消防署 ３６１－４４１１ 

上京消防署 ４３１－１３７１ 南消防署 ６８１－０７１１ 

左京消防署 ７２３－０１１９ 右京消防署 ８７１－０１１９ 

中京消防署 ８４１－６３３３ 西京消防署 ３９２－６０７１ 

東山消防署 ５４１－０１９１ 伏見消防署 ６４１－５３５５ 

山科消防署 ５９２－９７５５ 消防局予防部 ２１２－６６８７ 

 

根拠法令

等 

危険物の規制に関する政令 第６条 

危険物の規制に関する規則 第４条 

 

受付時間：土・日・祝日を除く平日 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時を除く。） 

 

※ 検査等により不在となることがあるため、事前にお電話で日程の調整をお願

いします。 


